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3. 2500ｍ平行滑走路の整備　4. 年間空港容量30万回へ

第
４
章

陸便については燃料搭載量を増やすことができるよう
になり、航続距離の延長が可能となった。これに加え
て離着陸可能な機種が増えるため、既設の取付誘導
路を改良しB747型などの運航が可能になった。出発で
は米国西海岸までの路線が、到着ではほぼすべての路
線が就航できるようになっている。万が一、A滑走路が
閉鎖された際には代替滑走路としての機能を果たせる
メリットもある。

２） B滑走路の発着能力は1.5倍に
　発着能力が増大するのも大きな利点といえる。2500
ｍ化によってB滑走路の空港処理能力はそれまでの年間
6万5000回から約1.5倍の年間10万回まで拡大可能と
なった。A滑走路は年間13万5000回のままだが、両滑
走路で年間合計23万5000回までの発着が可能となっ
た。ただし、年間発着枠の上限については、2006年
9月5日に開かれた成田空港に関する四者協議会で22
万回にすることで合意に達し、2010年3月の夏ダイヤ
以降は22万回で運用されている。

　発着枠の増大を受けて、ドーハ（カタール）、ドバイ
およびアブダビ（アラブ首長国連邦）、カルガリー（カ
ナダ）、マカオへの新規路線が開設された。カタール（カ
タール航空）、アラブ首長国連邦（エミレーツ航空、エ
ティハド航空）は国として新規の乗り入れとなる。また、
エジプトの航空会社の増便（週3便→週7便）なども合
意に達している。大型機や長距離路線の就航が可能
になったことと、発着枠の増大を受け、新規乗り入れや
長距離路線の増便と併せて成田空港の国際航空ネッ
トワークは一層多様化し、充実した。

３）誘導路の名称を変更
　B滑走路の整備に併せて誘導路の名称変更も行わ
れ、2009年1月15日から23カ所が新名称に変わった。
空港西側の誘導路には「W」を、東側の誘導路には「E」
を冠して、管制官やパイロットに分かりやすい名称にし
た。同年1月の名称変更を第一弾として、他の誘導路に
ついても段階的に名称変更をしている。

4 年間空港容量30万回へ

1 新誘導路など各種施設を整備

　騒音下に住む方をはじめとする多くの方々のご理解
とご協力により、2010年10月13日に開かれた「成田空
港に関する四者協議会」において、成田空港の空港容
量30万回への拡大について国、千葉県、空港周辺9市
町およびNAAの四者で合意した。

（１）成田国際空港都市づくり推進会議の設置と
地域からの説明要請

　2008年1月、空港周辺9市町の首長が、今後の成田
空港の整備を踏まえつつ、国際拠点空港としての機能
を活かした都市づくりを推進しようという趣旨のもと、

「成田国際空港都市づくり推進会議」（会長：小泉成
田市長、以下 「推進会議」という）が設置された。
　NAAは、推進会議から「成田空港のポテンシャルは
どのくらいあるのか説明してもらいたい」との要請を受
け、同年3月25日に開かれた第3回会合で「現在の運
用時間（6時～23時）のままでも、環境面、施設面およ
び運用面での制約が解消されれば、成田空港の年間
発着枠をA・B両滑走路で最大30万回まで増やすこと
が可能となる」と説明した。
　同年5月30日に開かれた第4回会合では、「国際空
港都市づくり9市町プラン基本構想」が公表されると

ともに、30万回の可能性を踏まえた検討に着手するこ
とが表明され、同年7月31日の第5回会合では、空港機
能拡充に伴う経済波及効果などプラス面の検証を行う
ことが確認された。
　2009年7月29日に開かれた第8回会合では、「成田
国際空港都市づくり9市町プラン」が策定されるととも
に、千葉県から成田空港の容量拡大に伴う経済波及
効果の中間とりまとめが報告された。

（２）四者協議会で空港容量拡大の検討に着手
　2008年7月31日、推進会議の構成メンバーに国、千
葉県、NAAを加えた「成田空港に関する四者協議会」

（以下 「四者協議会」という）が開催され、環境・共生
策の課題および新たな課題について検討・整理し、引
き続き協議していくことが確認された。
　2009年1月23日に開かれた四者協議会では、「成田
空港の更なる容量拡大の検討に当たっての確認書」が
締結され、空港のさらなる容量拡大の検討に着手する
にあたって、①予測騒音コンターを早期に提示するこ
と、②予測騒音コンターに併せて環境対策・地域共生
策に関する基本的な考え方を提示すること、③可能な
限り騒音影響を拡大させず、かつ、航空の安全が確保
できる飛行コースを検討することなどが確認された。
　同年7月29日に開かれた四者協議会では、国および
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4. 年間空港容量30万回へ

NAAから30万回への容量拡大に向けた課題への対応
について説明が行われた。国からは、騒音の影響を最
小限に抑え、かつ、容量を拡大するために2本の滑走
路で同時離着陸が可能か調査を行っている旨の説明
がなされた。NAAは、①空港施設面からの課題（航空
機の離着陸中は湾曲部に進入できない「への字」誘導
路の線形改良、第2旅客ターミナル地区とB滑走路を
つなぐ3本目の誘導路の新設、空港内および隣接地な
どにおけるエプロン整備）、②30万回時の予測騒音コ
ンターの年内の提示、③環境対策・地域共生策の方
向性（地デジの対応、防音工事の恒久化、交付金制度
の充実など課題の解消を目指す）を説明した。

（３）空港容量30万回の地域との合意
１）地域への丁寧な説明を条件に、30万回への容量
　   拡大が了承
　国から①30万回時における標準飛行コース、②同時
離着陸の採用、③運用制限の緩和などが示されるとと
もに、NAAから①30万回時の予測騒音コンターの前
提条件と概要、②環境対策、地域共生策の基本的な
考え方を説明し、地域への丁寧な説明を条件に了承さ
れた。
　この際、NAAは「容量拡大に向けた施設整備」を併
せて説明し、最短で2014年までに30万回対応の施設
整備が可能である旨を報告した。

２）100回を超える地域への説明と深まる地域の理解
　NAAは、2009年12月25日の四者協議 会の了承 後、
空港周辺市町の議会、住民団体、地域の住民に対し
て、①30万回時の予測騒音コンターの前提条件と概
要、②環境対策、地域共生策の基本的な考え方、③容
量拡大に向けた施設整備について100回以上の説明
を行い、それにより30万回への空港容量拡大について
地域の理解は深まっていった。

３）地域からの提案
　NAAが地域への丁寧な説明を重ねるなか、2010年

7月13日、成田市・芝山町の首長、議長、地元選出県
議会議員の六者は、今後も騒音地域に住み続ける方々
に対して、生涯にわたる十分な対策（騒音直下対策）
を実施しなければ、成田空港の容量拡大（30万回）の
実現は地域住民の理解を得ることはできないと考え、
NAAに対して以下の提案を行った。
①騒防法第1種区域および谷間地域の住宅防音工事

内容の拡充
②住宅防音工事助成家屋および空調施設に係る維持

管理費の補助制度の充実
③騒音地域の固定資産に係る補助制度の充実
④これらの施策実現のための財源確保

　NAAは、この提言を真摯に受け止め、成田市・芝山
町が進める騒音直下対策について財源確保の協力を
するとともに、残された課題の解決に一緒に取り組む
ことを約束した。

４）空港容量30万回の地域との合意
　NAAが丁寧な説明を重ねた結果、2010年10月13日
に開かれた四者協議会において「容量拡大（30万回）
に係る確認書」が締結され、30万回への容量拡大に
ついて四者の合意に至った。

（資料編1 「 7 容量拡大（30万回）に係る確認書」参照）

▲2010年10月13日の四者協議会で「容量拡大（30万回）に係る確認書」を締結▲2010年10月13日の四者協議会で「容量拡大（30万回）に係る確認書」を締結
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国際空港都市づくり

成田空港

栄町 香取市

山武市

芝山町富里市
多古町

成田市

神崎町

横芝光町

【成田国際空港都市づくり推進会議】

成田空港周辺９市町が「国際空港都市づくり」を目指
して、交通インフラ整備、交流促進、産業集積、住み
よいまちづくりなどの取り組みを連携して推進してい
くために設置

❶第1回成田国際空港都市づくり推進会議／2008年1月30日

❷発着回数30万回ポテンシャルを説明／2008年3月25日

❸地域と容量拡大の検討について合意／2009年1月23日

❹空港施設面からの課題などについて説明／2009年7月29日

❺地域への説明／2009年12月25日

❻地域からの提案（成田・芝山の首長、議長、地元選出県議）／2010年7月13日

❼容量拡大（３０万回）について合意（2010年10月13日） 

・第2回推進会議でNAAに対し容量拡大について説明を要請（2月25日）

・第3回推進会議で、NAAから「成田空港の容量拡大の方向と可能性について」を30万回と説明

・四者協議会（国・県・市町・NAA）で「成田空港の更なる容量拡大の検討に当たっての確認書」を締結

（1）空港容量拡大に向けた検討状況について　（2）空港施設面からの課題について
（3）環境対策・地域共生策の方向性について

（1）飛行コースについて（航空局）　（2）30万回時における予測騒音コンターについて（NAA）
（3）環境対策・地域共生策の基本的な考え方について（NAA）（4）空港容量拡大に向けた施設整備について（NAA）

※政府は、容量拡大に向けた NAAへの取り組みについて支援するとともに、地元のご理解とご協力を得つつ検討を進めることを2009年3月31日に閣議決定。

（1）騒防法第1種区域および谷間地域の住宅防音工事内容の拡充
（2）住宅防音工事助成家屋および空調施設に係る維持管理費の補助制度の充実
（3）騒音地域の固定資産に係る補助制度の充実　（4）上記施策実現のための財源確保

四者協議会で『容量拡大（３０万回）に係る確認書』を締結

【地域との協議】

【空港容量拡大に向けた地域との協議経緯】
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航空機
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第3旅客
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完成

オープンスカイの実現

30万回対応の施設整備が完了

【空港容量拡大に向けた流れ】
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4. 年間空港容量30万回へ　5. カーフュー（離着陸制限）の弾力的運用の実施

5 カーフュー（離着陸制限）の弾力的運用の実施

1 カーフュー（離着陸制限）の弾力的運用

　成田空港では、1978年の開港以来、23時から翌朝
6時までの時間帯は原則として離着陸を禁止している
が、成田空港における台風、大雪などの悪天候の場合
や、航空機の安全や乗客の生命に係る場合など、緊急
またはやむを得ない場合に限定し、緊急事態として離
着陸を認められていた。
　この離着陸制限（カーフュー）は引き続き遵守するこ
とを前提として、開港以来初めて2013年3月31日の夏
ダイヤからカーフュー時間帯の23時台を弾力的に運用
することが可能になった。その結果、成田空港の利便
性は飛躍的に向上した。

2 カーフューの弾力的運用案を地域へ提案

　成田空港では、2010年10月に空港容量30万回の地
元合意をいただいたことにより、その効果として多様
な航空ニーズに対応した施設整備が進むとともに、国
内外に新たな路線の展開が可能となった。
　特に2012年には相次いでLCCが新規参入し、成田
空港を拠点に運用されたことから、周辺地域や千葉県
民にこれまでにない利便が提供され、新たな発展の契
機として期待された。
　こうしたなか、2012年12月、国およびNAAは成田空
港の競争力を高め「選ばれる空港」となるために、オー
プンスカイの導入に合わせてカーフューの弾力的運用
の実施について空港周辺9市町に提案し（「提案内容」

参照）、その後、周辺市町とともに地域へ鋭意説明を
行った。

3 弾力的運用について地域と合意

　60回以上行った説明会でさまざまなご意見をいた
だくなかで、2013年3月29日に開催された国、千葉県、
空港周辺9市町およびNAAで構成される「成田空港に
関する四者協議会」（以下、四者協議会）において、①
当初提案していた「早朝5時台の着陸」を弾力的運用
から除くこと、②健康影響調査の実施、③ホームペー
ジなどによる情報公開、④実施状況の検証などにとり

横堀地区誘導路新設
（2013年1月10日運用開始）

ターミナル能力増強

横堀地区誘導路新設
（2012年4月5日運用開始）

横堀地区エプロン新設
（2013年3月7日運用開始）

横堀地区エプロン新設
（2014年9月18日運用開始）

への字誘導路改良（2011年3月10日運用開始）

B滑走路西側誘導路新設（2013年3月7日運用開始）

第3旅客ターミナルビル新設
（2015年4月8日運用開始）
第3旅客ターミナルビル本館前エプロン整備
（2015年3月5日運用開始）

【空港容量拡大に向けた施設整備】

カーフューの弾力的運用についての提案内容
1弾力的運用の対象になる場合
1出発地空港における悪天候、異常事態などによる遅延の場合
2悪天候、異常事態などにより一旦他空港を経由して成田空港

に着陸した場合
3悪天候、異常事態などによる玉突き遅延が発生した場合
4目的地空港の悪天候、異常事態などにより成田空港に引き返

す場合
5早朝洋上待機の場合
6その他、異常事態、運航の安全確保などやむを得ない理由に

より、遅延が生じた航空機の離着陸　
2対象となる時間帯 
23時台の離着陸及び5時台の着陸
3対象機材　
低騒音機（インデックスA、B、C）
4対象航空会社                         　
制限なし
5 料金　
着陸料と同額をペナルティーとして上乗せ。
上乗せ分は、空港周辺6市町に均等配分する。

＊四者協議会の合意に際し、15「早朝洋上待機の場合」および＊四者協議会の合意に際し、15「早朝洋上待機の場合」および
　2「5時台の着陸」は削除　2「5時台の着陸」は削除


